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第一百九十八條    公共危險物品製造、儲存或處理場所，應依下表選擇適當之滅火設備。 

 

 

             滅火設備 
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建築物及附屬設施 ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○   

電氣設備   ○  ○ ○ ○   ○  ○  ○ ○ ○   ○  ○  ○ ○ ○     

第 一 類 公

共 危 險 物

品 

鹼金屬過氧化物       ○ ○        ○ ○        ○ ○  ○ ○ 

其他第一類公共危險

物品 
○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ 

第 二 類 公

共 危 險 物

品 

鐵粉、金屬粉、鎂       ○ ○        ○ ○        ○ ○  ○ ○ 

硫化磷、赤磷、硫磺 ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ 

其他第二類公共危險

物品 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

第 三 類 公

共 危 險 物

品 

禁水性物質       ○ ○        ○ ○        ○ ○  ○ ○ 

其他第三類公共危險

物品 
○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ 

第四類公共危險物品   ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

第五類及第七類公共危險物品 ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○ 

第六類公共危險物品 ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ 

備

註 

一、本表中「○」標示代表可選設該項滅火設備。 

二、大型滅火器之藥劑數量應符合 CNS 一三八七之規定。 

三、磷酸鹽類等為磷酸鹽類、硫酸鹽類及其他含有防焰性藥劑。 

四、碳酸鹽類等為碳酸鹽類和尿素反應生成物。 

 


